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千曲市宅地開発等指導要綱（平成15年千曲市告示第136号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（適用範囲） （適用範囲） 

第３条 この要綱は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条の規定により指定され

た都市計画区域内において、次のいずれかに該当する場合に適用する。 

第３条 この要綱は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条の規定により指定され

た都市計画区域内において、次のいずれかに該当する場合に適用する。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 1,000平方メートル以上の土地に建築物の新増改築を行うとき。 

(2) （略） (3) （略） 

(3) 中高層建物を建築するとき、又は1,000平方メートル以上の土地に建築物の新改

築を行うとき。 

(4) 中高層建物を建築するとき                                              

             。 

(4) （略） (5) （略） 

 ２ 前項各号のいずれかに該当する場合で、既存宅地部分のあるときは、既存宅地部分

も含め各基準に適合するよう計画しなければならない。 

 ３ 第１項第２号において、建築物の増築部分の建築面積が既存建築物の建築面積に対

し２分の１以下であり、かつ、200㎡未満の場合は適用しない。ただし、当該敷地に

雨水処理施設が整備されていないとき、又は既存雨水処理施設の能力が不十分なとき

は、この限りでない。 

（事業の変更等の承認） （事業の変更等の承認） 

第16条 事業者は、開発事業の全部又は一部を変更し、中止し、又は廃止しようとする

場合においては、第14条に準じてあらかじめ                                    

                      市長の承認を受けなければならない。 

第16条 事業者は、開発事業の全部又は一部を変更し、中止し、又は廃止しようとする

場合においては、開発事業変更・廃止承認申請書（様式第４号）に関係図書を添付の

うえ提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（事業の譲渡又は承継についての協議） （事業の譲渡又は承継についての協議） 

第18条 事業者は、第15条の規定による協定を締結した開発事業又は区域内の土地、施

設等の権利を第三者に譲渡させ、又は承継させる場合においては、市長に協議し、そ

の同意を得なければ                                  ならない。 

第18条 事業者は、第15条の規定による協定を締結した開発事業又は区域内の土地、施

設等の権利を第三者に譲渡させ、又は承継させる場合においては、開発事業に係る地

位承継届出書（様式第５号）により市長に届け出なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（工事完了の届出等） （工事完了の届出等） 
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第20条 事業者は、開発事業に関する工事を完了したときは、工事完了届出書（様式第

４号）により市長に届け出なければならない。 

第20条 事業者は、開発事業に関する工事を完了したときは、工事完了届出書（様式第

６号）により市長に届け出なければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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